
 

 
愛知県菱池遊水地における太陽光発電事業者公募に係る 

河川占用許可申請予定者の決定 

 

事 業 名：愛知県菱池遊水地における太陽光発電事業 

申請予定者：代表企業）前田建設工業株式会社 

構成企業）株式会社環境資源開発コンサルタント 

 

決定の理由：愛知県菱池遊水地における太陽光発電事業者公募に係る公募型プロポーザル評価委員会に

おいて、企画提案書を総合的に評価した結果、評価点数が最も高く、提案内容が優れてい

たため。 

 

 

 

 

以上 

令和7年12月12日 
愛 知 県 河 川 課 


